
 

2019年 4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。これに伴い、企業はそれぞれの労働の現
場で「働き方改革」を推進していくこととなりました。しかし、企業にとって実際に働き方改革を導入してい
くことは簡単なことではありません。「時間外労働の上限規制の導入」、「年次有給休暇の確実な取得」などの
実現を目指すだけでも、様々な課題が浮かび上がってきます。 
また、2022年 4月より「職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置」を講ずる

ことが中小企業者の事業主においても義務化され、その対応が急務となっています。 
本セミナーでは働き方改革関連法とハラスメント対策についてわかりやく解説します。ぜひこの機会にご参

加下さい。 
 

平成１２年、社会保険労務士の資格を取得。同年、（株）セミナー青森 業務開発課長、
専任講師として各種セミナーの企画・運営、また経営コンサルタントとしても活躍。 
平成１４年、山下社会保険労務士事務所を開設。顧問先の指導や労働社会保険の各種手続

き、新規創業者の支援、助成金受給のコンサルティングなどを中心に活動を行っている。 
また、経営者と従業員のより良い関係づくりのため、コーチング、ＮＬＰ、ファシリテー

ションなど様々な研修に参加し、自らの価値の向上に積極的に努めている。 

講師プロフィール 

 山下 繁幸（やました しげゆき）氏 
 
 

会 場 ・日 時 

受講料 定 員 

主 催 

◇ ねぶたの家 ワ・ラッセ 1階 交流学習室(１) 

◇ １１月２０日(月) 14：00 ～ 16：00 

無 料 ３０名（定員になり次第、締め切りさせて頂きます。） 

  青森県中小企業団体中央会 TEL:017-777-2325  

働き方改革への対応やハラスメントの防止措置は講じていますか？ 
 

働き方改革 関連法の定着と 

制度改正等の課題解決環境整備事業 

社会保険労務士 

 職場のハラスメント対策 

裏面をご覧ください 申込み 

講座内容( 予定 ) 

１. 働き方改革関連法について 
・時間外労働の上限規制 
・上限規制への対応 
・36協定のここが変わります 
・年次有給休暇の取得義務化 等 

２．ハラスメント対策について 
・ハラスメントとは 
・職場での「いじめ・嫌がらせ」の例 
・アンガーマネジメントについて 
・パワハラが起きやすい職場 等 

 



 

 

FAX：０１７－７７３－５５８２ 
kotaro_shikanai @jongara.net （青森県中小企業団体中央会 鹿内 宛） 
※ＦＡＸもしくはメールに下記必要事項をご記入の上、お申し込みください。 
※下記中央会 web サイトからもお申込み頂けます。 
https://jongara.net/blog/archives/seminar/hatarakikata_semi 
(中央会 TOP ページからもご覧いただけます) 
 

 
 
 

 
組合・団体名等              
 
担当者氏名                
 
電話番号                 

 

役職・参加者名(フリガナ) 

 

 

 
※ご記入頂いた情報につきましては、本セミナー開催に関する事務以外の用途には使用致しません 
※定員を超えた場合のみ、連絡差し上げます 
 

※申し込み締め切り：令和５年１１月１７日(金) 午後５時 
 

 
 
 

 

働き方改革・ハラスメント防止セミナー 参加申込書 

お申し込み・お問い合わせ 
青森県中小企業団体中央会 連携支援１課 担当 門間・鹿内 

TEL ０１７－７７７－２３２５ FAX ０１７－７７３－５５８２ 
mail kotaro_shikanai@jongara.net 


